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１．これまでの経緯
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茨城県移動性・安全性向上委員会(安全性)の経緯

■これまでの主な検討内容

・事故ゼロプランは茨城県移動性・安全性向上委員会（安全性）での議論を踏まえ、PDCAサイクルに基づく対策の立案・実施・評価・追加
対策の検討をしてまいりました。

・その中で事故ゼロプランを効果的に推進するため、新たに事故危険区間を選定するルール（基準）を設定し、現時点までで第1期～第6
期の事故危険区間を選定し、検討を行ってきております。

１．これまでの経緯

3

年度 委員会 事故ゼロプランの検討内容

平成21年度 第1回 ・事故危険区間抽出のためのパブリックコメント実施方針の検討

平成22年度 第2・3回 ・事故危険区間529区間の選定（国146区間、県383区間）
・事故危険区間の代表61区間の設定（国52区間、県9区間）

平成23年度 第4回 ・事故危険区間の対策方針の検討（個別調書の作成）

平成24年度 第5・6・7・8回 ・事故ゼロプランの効果的な推進のためのルール検討（追加およびフォローアップ）
・新たな事故危険区間90区間（第2期事故危険区間）の設定（最新データによる選定：国23区間、県67区間）

平成25年度 第9・10・11回 ・新たな事故危険区間24区間（第2期事故危険区間）の追加（アンケートによる選定：国14区間、県10区間）
・第3次事故危険箇所41箇所を事故ゼロプランとして位置づけ（H25事故危険箇所：国13区間、県28区間）

平成26年度 第12・13・14回 ・新たな事故危険区間126区間（第3期事故危険区間）の選定（最新データおよびITデータによる選定：国69区間、県57区間）

平成27年度 第15・17回 ・第4次事故危険箇所30箇所を事故ゼロプランとして位置づけ（H29事故危険箇所：国11区間、県19区間）

平成28年度 第18・19回 ・新たな事故危険区間64区間（第4期事故危険区間）の選定（最新データおよび最新指標値による選定：国35区間、県29区間）

平成29年度 第20・21回 ・新たな事故危険区間（第5期事故危険区間）の検討

平成30年度 第22・23回 ・新たな事故危険区間103区間（第5期事故危険区間）の設定
（最新データおよび最新指標値による選定：国19区間、県84区間）

令和元年度 第25回 ・新たな事故危険区間21エリア（第5期事故危険区間（エリア））の設定（最新データによる選定：国4エリア、県17エリア）

令和2年度 第26回・第27回 ・新たな事故危険区間（第5期事故危険区間（エリア））の設定
・対策完了（卒業）ルールの検討

令和3年度 第28回・第29回 ・新たな事故危険区間（第6期事故危険区間）の選定（最新データおよび最新指標値による選定：国27区間、県20区間）
・第５次事故危険箇所（予定）29箇所を事故ゼロプランとして位置づけ（事故危険箇所（予定）：国11区間、県18区間）
・対策完了（卒業）判定の結果、国80区間、県77区間が対策完了と判定

令和４年度 第30回 ・新たな事故危険区間（第6期事故危険区間）の対策検討
・対策効果未発現箇所の対策検討



２．第３０回委員会における主な指摘事項と対応
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• 交通マナー向上のための施策検討について

• 交通安全対策検討について



第３０回委員会における主な指摘事項と対応

・第３０回委員会でご指摘を頂いた事項について、対応方針を整理しました。

２．第３０回委員会における主な指摘事項と対応
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議事 指摘事項 対応方針

交通マナー向上のための施
策検討について

今後マナー対策として県警本部と
も連携し、検討を進めてもらいた
い。

今後のポスター作製方針について整理。(p6～p7)

交通安全対策検討 三杉交差点の横断歩道の直行化
はコンパクト化なのか。また、カ
ラー舗装を直進も右折も一緒に実
施すると意図が伝わらないのでは
ないか。

停止線位置が変わらないため、コンパクト化とは言いにくい。横断歩
道の向きは現況から変更しない方針とする。ただし、夜中に発生した
事故であることから、高輝度の路面標示に見直しを行う。
カラー舗装については、宇都宮国道管内では全面的にカラー舗装と
するパターンで整備しているため、路線の統一性を図る観点から現
計画で対応したい。(p8)

路面標示ばかりだと、路面を見る
ために下を向き続けることになっ
てしまう。視線を上に向けるため、
看板を連続して表示するなどの対
策は考えられるのではないか。

古河市東4丁目19-20～東4丁目17-20（単路部）について、商業施設

が複数立地しており、歩行者・自転車交通量が多いことから路面標
示による注意喚起ではなく、法定外看板を出入箇所位置を考慮して
設置する。(p9)

古河市中田 2231-14～中田 929-1 

(単路部)は分かりにくい交差点が

いくつもある。交差点を統合する
など抜本的に対策してはどうか。

ランプ部を交差点手前で合流させる十分な距離が確保できないこと
から、当面の短期対策として、現況道路構造で可能な注意喚起等を
実施したい。(p10)

研究学園交差点については、東
西方向の信号も、右折分離式にし
てはどうか。東側流入部はクレス
トになっているため、かなり手前か
ら注意喚起した方が効果的である。

信号の右折分離式については、周辺の信号との連動性や交通状況
を鑑みて検討していく。
交差点東側の注意喚起については、前回提示した対策に加え、その
手前にある路面標示の引き直しを実施することとしたい。



交通マナー向上のための施策検討について（第30回委員会での概要）

・第３０回委員会では「交通マナーに関するアンケート調査 (JAF・平成28年6月) 」や「茨城県警の取り組み」、「茨城県の死亡事故の法令
違反の内訳」を取り上げ、茨城県のマナーの特徴について整理を行いました。

・また、近年では、一度曲がる方向と逆側にハンドルを切ってから反対方向に曲がる「あおりハンドル」が問題になっているとのご意見も頂
きました。
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２．第３０回委員会における主な指摘事項と対応

■茨城県の交通マナーについて（第３０回委員会での概要）

【JAFによる交通マナーに関するアンケート調査】

順位 都道府県 割合

1 香川県 80.0%

2 徳島県 73.5%

3 茨城県 67.2%

■住んでいる都道府県の交通マナー全般について、マナーが
「悪いと思う」「とても悪いと思う」と回答した人の割合
は全国ワースト3位

【茨城県警の取り組み】

茨城県警察本部（公式）Twitter

【茨城県の死亡事故の特徴について】

■令和3年度の茨城県の死亡事故では、全国平均と比較して「右側通
行」「最高速度違反」といった悪質違反の割合が高い。

・前方の信号機が「青」
に変わる前に発進す
る車が多い。
→全国4位

・普段運転中に、後方
から他のドライバーに
煽（あお）られる
→全国1位

■茨城ダッシュに対しての注意喚起
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交通マナー向上のための施策検討について

・前回委員会にて確認した茨城県の交通マナーの特徴や頂いた意見を踏まえ、ポスターの作成等を検討します。

・ポスターの内容は、「右側通行違反」「最高速度違反」 「茨城ダッシュ」 「歩行者優先の徹底」「あおり運転」「あおりハンドル」などを代表事
例として取り上げ、 「心にゆとりを持つこと」や「優しい心を持つこと」を促します。

7

２．第３０回委員会における主な指摘事項と対応

■茨城県の交通マナーの特徴

（アンケート）
茨城県は交通マナーが悪いと考えている人が多い。

「信号無視」や「あおり運転」のマナーが悪いと考え
ている人が多い。

（死亡事故の法令違反）
死亡事故発生時は「右側通行」や「最高速度違反」
などの悪質違反が全国と比較して多い。

（県警の取り組み）

「茨城ダッシュ」（交差点手前で赤信号停止中、青色
信号へと変わった瞬間、またはその直前に猛ダッ
シュで対向直進車よりも先に右折すること）につい
ての注意喚起を実施中。

「その手で合図！止まってくれてありがとう大作戦」
など感謝を示すことから優しい心を生み、ドライ
バーのマナーを向上させる取り組みを実施中。

青になった瞬間

－茨城ダッシュ－－右側通行違反－

－歩行者優先の徹底－－最高速度違反－

止まってく
れてありが

とう！

－あおりハンドル－－あおり運転－

県内の道の駅への掲示や常陸河川国道のHP等に掲載を想定

■委員会での意見

近年「あおりハンドル」という一度曲がる方向と逆側
にハンドルを切ってから反対方向に曲がる運転が問
題になっている



交通安全対策検討について

・国道4号の三杉町交差点については、頂いたご意見を参考に対策内容の方を修正しております。

・横断歩道については、当該箇所にて発生していた人対車両事故の詳細を再度確認したところ特異な事故であることを確認しました。これ
を受け、向きの変更(直行化)はやめ、路面標示の高輝度化に見直しを行います。

・カラー舗装については、宇都宮国道管内では全面的にカラー舗装とするパターンで整備しているため、路線の統一性を図る観点から現
計画で対応したいと考えています。

年齢　１当 年齢　２当 路面状態 当事者種別　１当当事者種別　２当
25-64 65以上 乾燥 自動車 歩行者

＜①茨城県事故マップ＞
＜②イタルダ事故別データより＞

人対車両事故に関する補足情報

当事者種別　２当事故類型 法令違反(１当)
横断歩道中 交差点安全進行義務違反（歩行者）

①カラー舗装の更新①カラー舗装の更新
①カラー舗装の更新①カラー舗装の更新

至 埼玉県 至 福島県

②信号現示の調整②信号現示の調整

③横断歩道の直行化③横断歩道の直行化

④右折指導線④右折指導線

⑤交差点中心の明示⑤交差点中心の明示

路面標示「交差点注意」路面標示「交差点注意」

減速路面標示(ドットライン)減速路面標示(ドットライン)

バイブララインバイブラライン

カラー舗装カラー舗装

路面標示「追突注意」路面標示「追突注意」

バイブララインバイブラライン
カラー舗装カラー舗装

規制標識
「横断禁止」
規制標識
「横断禁止」

警戒標識
「通学路」
警戒標識
「通学路」

⇒変更しない
既設横断歩道の路
面標示の高輝度化

⇒変更しない
既設横断歩道の路
面標示の高輝度化

赤字：提案する対策工種（短期）
黒字：既設対策
赤字：提案する対策工種（短期）
黒字：既設対策

事故対策案の見直し

■【No.8】国道4号 三杉町交差点（古河市東４丁目１６ー１５）
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交通安全対策検討について
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・国道4号の古河市東4丁目19-20～東4丁目17-20（単路部）について、頂いたご意見を参考に対策内容の方を修正しております。

・当初は路面標示による注意喚起を考えていましたが、商業施設が複数立地しており、歩行者・自転車交通量が多いことから、法定外看
板による注意喚起による対策も追加する方針で対策を見直します。

■【No.10】国道4号 古河市東4丁目19-20～東4丁目17-20（単路部）

※追加 ※追加
※追加



交通安全対策検討について
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・国道4号の古河市中田 2231-14～中田 929-1(単路部)については、北側流入部にて本線（立体部）、ランプ部を交差点手前で合流させる
十分な距離が確保できないことから、それぞれ信号および停止線を設けて運用している状況です。

・橋梁部付近の交差点まで路線を平行に保ち、流出後に車線の擦り付けを行う抜本的な対策も検討させて頂きましたが、これは橋梁の拡
幅を伴う長期対策となることから、当面の短期対策として、現況の道路構造で可能な注意喚起等を実施したいと考えています。

・本線交通やランプ交通は、信号機や交差点の見えにくさが問題となっていることから、「信号機あり」の警戒標識で対応しつつ、状況に応
じ補助信号の設置等を要望することを考えています。

■【No.11】国道4号 古河市中田 2231-14～中田 929-1(単路部)



３．事故危険区間の対策完了（卒業）判定
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事故ゼロプランの取り組みについて

・第30回の安全性向上委員会では、「第5次事故危険箇所の対策立案(国4箇所) 」「事故危険区間【第６期】の対策立案(国20箇所、県20
箇所) 」「対策効果未発現箇所（追加対策検討箇所）(国2箇所、県17箇所)」について、確認をしていただきました。

・今回の委員会では、「対策実施箇所の対策完了(卒業判定)」と「事故危険区間【第７期】の方針」について取り上げます。

3．事故危険区間の対策完了（卒業）判定

：検討・実施済の項目 ：今回委員会で取り上げる項目 ：今後実施する項目

事故危険区間
（H22～） 【第１期】
（事故ゼロプラン）

事故危険区間（H24～）
【第２期】

事故危険区間（H26～）
【第３期】

H17交通安全
要対策箇所

対策立案
（Ｈ22～Ｈ24）

対策実施
(H22～H26）

代表区間
（事故ゼロプラン）

の選定
（61区間）（Ｈ22）

対策立案
（H24）

対策立案
（H26）

茨城県移動性・安全性向上委員会
（H20～）

事故危険区間の選定
（529区間）（Ｈ22）

Plan

Do

Check

Act

箇所選定
（22箇所）（Ｈ17）

対策立案
(Ｈ17～Ｈ22)

対策実施
(H18～H23)

対策完了(卒業)

判定

安全性向上
プロジェクト

委員会（～H19）

追加対策検討 効果未発現箇所（追加対策検討箇所）

事故危険区間の選定

アンケート
による選定
（24区間）

（H24）

最新事故
データ

による選定
（90区間）

(H24)

抽出方法検討（H24）
事
故
危
険
箇
所
（
41
箇
所
）

第3次

対策実施
(H25～）

事故危険区間の選定

抽出方法検討（H25）

最新事故
データ

による選定
（71区間）

(H26)

ITの
活用に

よる選定
（55区間）

(H26)

対策実施
（H27～）

事故危険区間（H28～）
【第４期】

事故危険区間の選定

最新事故データ
による選定
（64区間）

(H28)

事
故
危
険
箇
所(

30
箇
所)

第4次抽出方法
検討（H27）

対策立案
（H28）

事故危険区間（H30～）
【第５期】

対策完了(卒業)判定

対策実施

（H31～）

事故危険区間の選定

最新事故
データ

による選定
（103区間）

（H30）

抽出方法
検討（H29）

エリアの
検討

選定
方法
検討

（H30）

対策実施
（H29～）

対策立案
（H31～R2）

事故危険区間（R2～）
【第6期】

対策立案
（R3～）

対策完了(卒業)判定

対策実施

事故危険区間の選定

最新事故
データ

による選定
（47区間）

（R3）

抽出方法
検討（R2）

事
故
危
険
箇
所(

29
箇
所)

第5次エリアの
検討

選定
（R3）

対策完了(卒業)

効果あり 効果なし

対策完了(卒業)判定
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対策完了(卒業)判定
対策完了(卒業)判定

事故危険区間（R4～）
【第７期】

対策立案

対策完了(卒業)判定

対策実施

事故危険区間の選定

最新事故
データ

による選定
（R5）

抽出方法
検討（R4）

中間評価 中間評価 中間評価 中間評価

※H28対策

※H30対策



事故ゼロプラン対策完了（卒業）の考え方について（第27回委員会再掲）

・事故ゼロプランにて対策を実施した箇所については、対策実施後の事故データが4年分蓄積した時点で、「対策完了（卒業）判定」を実
施することを第２７回委員会にて承認されています。

・選定時の基準を下回るかどうか、だけでなく、管内の事故が経年的に減少していることを踏まえた上で、効果が“十分に”発現している
かどうか、を判定する基準とし、以下の2点を基準として評価を行います。

①事故件数の減少に閾値を設ける(選定時と比較し4割以上減少しているかどうかを確認)

②「最新（第6期）」の事故危険区間選定指標の合致状況を確認
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対策完了（卒業） 追加対策検討

効果なし・副作用あり

効果あり

要因分析・対策検討

対策実施

追加対策
検討

事故が多発し
緊急を要する

効果あり

中間評価 …対策後2年分の
事故データが
蓄積した時点

…対策後4年分の
事故データが
蓄積した時点

■新たなフォローアップ・対策完了（卒業）判定
の実施フロー（案）

初回判定時のみ、対策後4年以上経過した箇所を全て対象とする。

中間評価
■対象

対策実施後の事故データが2年分蓄積した箇所

■効果評価の視点

①対策前後で交通事故発生件数（総量）を比較(事故減少検証)

②対策前後で事故の種類や当事者別の発生件数を比較(副作用検証)

対策完了（卒業）判定
■対象

対策実施後の事故データが4年分蓄積した箇所

※初回のみ、対策実施後の事故データが4年分以上蓄積した全箇所

■効果評価の視点

①対策前後で交通事故発生件数（総量）を比較

(選定時と比較し4割以上減少※しているかどうかを確認)

②最新（第6期）の事故危険区間選定指標に該当しないことを確認

⇒①、②の両方を満たす箇所を対策完了（卒業）とする

ただし、事故データ以外で選定された箇所（アンケート等）については対策前

の事故が少ないことも考えられるため、②の判定のみとする。

※第11次茨城県交通安全計画（中間案）の交通死傷事故発生件数の
削減目標を踏まえ設定。

対策完了
（卒業）判定

しきい ち

3．事故危険区間の対策完了（卒業）判定



1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 16
17

18

19

20

21
22

23 24

25 26 27
28

29

30
31 32

33

1 第3期(事故データ)
193

国 一般国道6号 牛久市 牛久市役所入口交差点 H28 10 3 100.3 0 1 1 0 2 0 1 0 0 0 － 〇

2 第3期(事故データ)
195

国 一般国道6号 牛久市 学園都市南入口交差点付近（区間） H28 16 3 100.3 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 － 〇

3 第3期(事故データ)
196

国 一般国道6号 土浦市 中（区間） H28 21 14 ● 234.1 0 1 3 0 2 0 12 0 0 0 ×

4 第3期(事故データ)
198

国 一般国道6号 かすみがうら市 市川（区間） H28 13 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 － 〇

5 第3期(事故データ)
199

国 一般国道6号 石岡市 貝地交差点付近（区間） H28 14 6 60.4 0 0 4 0 1 0 6 0 0 1 〇

6 第3期(事故データ)
201

国 一般国道6号 ひたちなか市 枝川立体交差点付近（区間） H28 8 2 68.7 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 － 〇

7 第3期(事故データ)
202

国 一般国道6号 ひたちなか市 田彦郵便局前交差点 H28 14 3 97.3 0 0 2 0 0 0 3 0 0 1 － 〇

8 第3期(事故データ)
203

国 一般国道6号 日立市 田尻町5丁目（区間） H28 19 2 178.5 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 － 〇

9 第3期(事故データ)
204

国 一般国道6号 高萩市 高戸（区間） H28 12 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 － 〇

10 第3期(事故データ)
210

国 一般国道51号 水戸市 東前団地東交差点 H28 8 1 31.5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 － 〇

11 第3期(事故データ)
211

国 一般国道51号 水戸市 栗崎町（区間） H28 15 2 30.6 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 － 〇

12 第3期(ITデータ)
214

国 一般国道6号 牛久市 牛久町（銅像山踏切北交差点） H28 4 5 ― 167.2 0 0 0 0 1 0 4 0 0 1 〇

13 第3期(ITデータ)
222

国 一般国道6号 ひたちなか市 日製那珂工場前交差点付近（区間） H28 8 1 ― 45.9 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 － 〇

14 第3期(ITデータ)
224

国 一般国道6号 那珂郡東海村 那珂郡東海村石神外宿（榊橋南交差点） H28 5 4 ― 90.1 0 0 0 0 2 0 3 0 0 1 〇

15 第3期(ITデータ)
226

国 一般国道6号 日立市 諏訪五差路交差点 H28 7 1 ― 22.5 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 － 〇

16 第3期(ITデータ)
227

国 一般国道6号 日立市 鮎川橋北交差点 H28 7 4 ― 89.9 0 2 0 0 4 2 0 0 0 0 〇

17 第3期(ITデータ)
228

国 一般国道6号 日立市 国道245号入口交差点 H28 7 7 ― 157.3 0 0 2 0 2 0 5 0 0 1 〇

18 第3期(ITデータ)
230

国 一般国道6号 日立市 十王駅入口交差点 H28 7 2 ― 113.8 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 － 〇

19 第3期(ITデータ)
231

国 一般国道6号 北茨城市 二ツ島交差点 H28 4 5 ― 205.5 0 0 4 0 3 0 0 0 0 2 〇

20 第3期(ITデータ)
232

国 一般国道50号 結城市 小田林交差点 H28 4 5 ― 95.4 0 2 4 0 1 1 3 0 0 0 〇

21 第3期(ITデータ)
233

国 一般国道50号 結城市 立の山交差点 H28 6 3 ― 122.5 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 － 〇

22 第3期(ITデータ)
234

国 一般国道50号 結城市 小森北交差点 H28 8 2 ― 122.5 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 － 〇

23 第3期(ITデータ)
235

国 一般国道50号 筑西市 玉戸（区間） H28 8 5 ― 33.3 0 0 3 0 1 0 5 0 0 0 〇

24 第3期(ITデータ) 238 国 一般国道50号 笠間市 稲田（区間） H28 6 5 ― 114.9 0 0 0 0 1 0 3 0 1 1 ● ×

25 第3期(ITデータ)
240

国 一般国道50号 笠間市 寺崎西交差点 H28 5 5 ― 191.0 0 1 2 0 1 0 3 0 0 0 〇

26 第3期(ITデータ)
241

国 一般国道50号 笠間市 笠間（交差点） H28 4 3 ― 94.2 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 － 〇

27 第3期(ITデータ)
242

国 一般国道50号 水戸市 内原跨線橋北交差点付近（区間） H28 5 0 ― 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 － 〇

28 第3期(ITデータ)
243

国 一般国道50号 水戸市 加倉井町交差点 H28 6 2 ― 62.8 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 － 〇

29 第3期(ITデータ)
244

国 一般国道50号 水戸市 水戸I.C西交差点 H28 6 1 ― 62.8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 － 〇

30 第3期(ITデータ)
246

国 一般国道50号 水戸市 河和田町（区間） H28 19 7 ― 108.9 0 0 2 0 0 0 6 0 0 0 〇

31 第3期(ITデータ)
247

国 一般国道50号 水戸市 桜ノ牧高前交差点 H28 9 2 ― 31.1 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 － 〇

32 第3期(ITデータ)
249

国 一般国道50号 水戸市 笠原町西交差点 H28 14 3 ― 93.3 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 － 〇

33 第3期(ITデータ)
259

国 一般国道51号 水戸市 東前町（区間） H28 9 2 ― 157.7 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 － 〇

死傷事故
率

(件/億台キロ )

市町村
図
番

区分 ID 管理 路線名 箇所名 対策年

総事故件数
(件/4年)

4割未
満減
少

対策前
(選定
時)

対策後
指標
該当

選定指標
(件/4年)

対策完了
(卒業)判定高齢

者事
故

横断
歩行
者事
故

追突
事故

正面
衝突
事故

死亡
者数

歩行
者自
転車
事故

夜間
事故

子供
事故

工作
物衝
突事
故

二輪
車事
故

【国管理】対策完了（卒業）判定

・H28に対策を実施した対策完了（卒業）判定箇所は国管理では33箇所あり、そのうち31箇所が対策完了（卒業）と判定されました。

・第３期（ITデータ）の箇所は、WEBアンケートにより抽出した箇所であるため、指標への該当のみの判定とします。

・対策後、総事故件数が4割以上減少せず卒業できない箇所が1か所、第6期の指標に該当して卒業できない箇所が1か所です。

・上記の箇所については対策内容や対策後の事故発生状況を踏まえ追加対策を検討します。
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3．事故危険区間の対策完了（卒業）判定

【H28対策箇所（対策完了（卒業）判定）】

注1）国管理は総事故件数が4件/4年以上の区間を選定指標確認の対象とする（4件/4年未満の箇所は対象としない）

注3）対策前は最新の事故データに基づく条件で集計範囲を見直している ：指標該当 ― ：対象外

【H28対策箇所位置図】

選定指標 選定基準

基本指標
死傷事故率 300 件/億台キロ以上
死傷事故件数 16 件以上/4年
死者数 2 人以上/4年

地域指標

歩⾏者⾃転⾞事故 8 件以上/4年
夜間事故 9 件以上/4年
子供事故 2 件以上/4年
高齢者事故 5 件以上/4年
横断歩⾏者事故 5 件以上/4年
追突事故 13 件以上/4年
正面衝突事故 2 件以上/4年

新たな指標 工作物衝突事故 1 件以上/4年
⼆輪⾞事故 3 件以上/4年

【第6期選定指標】

注2）第３期(ITデータ)の箇所はWEBアンケートに基づく選定箇所のため、4割減少の確認の対象としない。

※事故データ（H29～R2）



【国管理】中間評価

・H30に対策を実施した中間評価対象箇所（対策後2年）は国管理では3箇所あります。

・対策後、総事故件数が増加している箇所はありませんが、着目事故件数が増加している箇所は1箇所ありました。
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3．事故危険区間の対策完了（卒業）判定

【H30対策箇所（中間評価箇所）】 【H30対策箇所位置図（国管理）】

注1）対策前は最新の事故データに基づく条件で集計範囲を見直している

1

追突 0.8 0.0
人対車両 0.3 0.5 ●
右折時 0.0 0.0

正面衝突 0.5 0.0

追突 1.3 0.0

3 第５期(事故データ) 国
一般国道

6号
日立市 石名坂交差点付近（区間） H30 113.4 93.0 2.5 1.5 追突 2.3 1.0

箇所名
対策
年

着目事故

死傷事故率
(件/億台キロ)

総事故件数
(件/年)

着目事故件数
(件/年)

着目事
故増加

対策前 対策後 対策前 対策後
総事
故増
加

対策後
指標該

当 対策前 対策後

市町村
図
番

区分 管理 路線名

第3期(ITデータ) 国
一般国道

6号
日立市

第４期

1

2

2.3 1.0

1.8 0.0H30

H30 164.5

76.8

89.9

0.0

神峰町2丁目（交差点）
（現：桐木田交差点）

勝下新田（区間）鉾田市
一般国道

51号
国

2

3

※事故データ（R1～R2）



1 第２期(事故データ) 県 主要地方道34号 龍ケ崎市 つくばの里工業団地交差点 H28 9 1 42.2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 － 〇

2 第２期(事故データ) 県 主要地方道50号 水戸市 偕楽園下（区間） H28 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 － 〇

3 第２期(事故データ) 県 主要地方道24号 つくば市 吉瀬交差点 H28 15 4 86.2 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 － 〇

4 第２期(事故データ) 県 主要地方道31号 那珂市 （区間名なし） H28 2 1 53.3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 － 〇

5 第２期(事故データ) 県 一般県道408号 つくば市 大学病院西交差点 H28 16 7 135.2 0 4 4 0 2 0 1 0 0 0 － 〇

6 第２期(事故データ) 県 一般県道245号 ひたちなか市 海浜公園入口交差点 H28 9 9 ● 213.2 0 1 6 0 2 0 3 0 0 1 ×

7 第２期(事故データ) 県 一般県道118号 水戸市 千歳橋南交差点 H28 9 1 43.0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 － 〇

8 第２期(アンケート) 県 一般県道124号 神栖市 大野原（区間） H28 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 － 〇

9 H25事故危険箇所 県 主要地方道5号 龍ケ崎市 緑町（区間） H28 5 5 ● 99.8 0 1 2 0 1 1 1 0 0 1 － ×

10 H25事故危険箇所 県 主要地方道50号 水戸市 笠原町（区間） H28 6 2 42.2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 － 〇

11 H25事故危険箇所 県 一般県道408号 牛久市 上柏田（区間） H28 11 6 84.8 0 2 0 0 3 1 1 0 0 0 － 〇

12 H25事故危険箇所 県 主要地方道19号 つくば市 上横場（区間） H28 22 6 62.4 0 1 3 0 1 0 1 0 0 0 － 〇

13 H25事故危険箇所 県 一般県道118号 久慈郡大子町 池田（区間） H28 27 6 64.3 0 0 3 0 1 0 4 0 0 0 － 〇

14 H25事故危険箇所 県 一般県道203号 土浦市 右籾3区西交差点 H28 11 5 199.1 0 1 4 0 2 1 1 0 0 1 － 〇

15 H25事故危険箇所 県 一般県道123号 水戸市 茨大入口交差点 H28 12 7 316.6 0 0 3 0 0 0 1 0 0 1 － 〇

16 H25事故危険箇所 県 主要地方道55号 土浦市 中村南6丁目交差点 H28 15 5 127.7 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 － 〇

17 H25事故危険箇所 県 一般県道349号 那珂市 竹ノ内南交差点 H28 16 6 114.3 0 1 2 0 5 0 2 0 0 1 － 〇

18 第3期(事故データ) 県 一般県道124号 神栖市 平泉東交差点 H28 16 1 17.5 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 － 〇

19 第3期(事故データ) 県 一般県道124号 神栖市 筒井北交差点 H28 12 11 ● 206.2 0 0 0 0 3 0 1 0 0 1 ×

20 第3期(事故データ) 県 一般県道125号 稲敷郡美浦村 木原台交差点 H28 10 4 193.4 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 － 〇

21 第3期(事故データ) 県 一般県道354号 古河市 大堤（区間） H28 6 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 － 〇

22 第3期(事故データ) 県 一般県道354号 猿島郡境町 境町（交差点） H28 7 3 283.9 0 2 1 0 3 0 0 0 0 0 － 〇

23 第3期(事故データ) 県 一般県道354号 行方市 霞ヶ浦大橋（区間） H28 8 2 16.4 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 － 〇

24 第3期(事故データ) 県 一般県道354号 行方市 玉造甲（区間） H28 14 1 24.7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 － 〇

25 第3期(事故データ) 県 主要地方道19号 つくば市 柳橋（交差点） H28 8 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 － 〇

26 第3期(事故データ) 県 主要地方道56号 古河市 駒羽根（交差点） H28 9 2 80.2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 － 〇

27 第3期(事故データ) 県 主要地方道50号 潮来市 延方（区間） H28 8 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 － 〇

28 第3期(ITデータ) 県 主要地方道31号 那珂市 ひばりヶ丘交差点 H28 5 4 ― 243.7 0 0 2 0 3 0 3 0 0 0 － 〇

29 第3期(ITデータ) 県 一般県道124号 鹿嶋市 神武殿前交差点 H28 5 2 ― 37.5 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 － 〇

対策完了
(卒業)判定高齢

者事
故

横断
歩行
者事
故

追突
事故

正面
衝突
事故

工作
物衝
突事
故

二輪
車事
故
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該当

市町村 箇所名 対策年cc 区分 ID 管理 路線名
夜間
事故

子供
事故

総事故件数
(件/4年)

死傷事故
率

(件/億台キロ)

選定指標
(件/4年)

対策前
(選定
時)

対策後
4割未
満減
少

死亡
者数

歩行
者自
転車
事故

1

23

5

6
7

8

28

9

10

11
12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

26

27

25

29

4

【県管理】対策完了（卒業）判定

・H28に対策を実施した対策完了（卒業）判定箇所は県管理では29箇所あり、そのうち26箇所が対策完了（卒業）と判定されました。

・総事故件数が4割以上減少せず卒業できない箇所が3か所となります。

・上記の箇所については対策内容や対策後の事故発生状況を踏まえ追加対策を検討します。
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3．事故危険区間の対策完了（卒業）判定

【H28対策箇所（対策完了（卒業）判定）】

注1）県管理は総事故件数が8件/4年以上の区間を選定指標確認の対象とする（8件/4年未満の箇所は対象としない）

注3）対策前は最新の事故データに基づく条件で集計範囲を見直している ：指標該当 ― ：対象外

【H28対策箇所位置図】

選定指標 選定基準

基本指標
死傷事故率 300 件/億台キロ以上
死傷事故件数 16 件以上/4年
死者数 2 人以上/4年

地域指標

歩⾏者⾃転⾞事故 8 件以上/4年
夜間事故 9 件以上/4年
子供事故 2 件以上/4年
高齢者事故 5 件以上/4年
横断歩⾏者事故 5 件以上/4年
追突事故 13 件以上/4年
正面衝突事故 2 件以上/4年

新たな指標 工作物衝突事故 1 件以上/4年
⼆輪⾞事故 3 件以上/4年

【第6期選定指標】

注2）第３期(ITデータ)の箇所はWEBアンケートに基づく選定箇所のため、4割減少の確認の対象としない。

※事故データ（H29～R2）



【県管理】中間評価

・H30に対策を実施した中間評価対象箇所（対策後2年）は県管理では24箇所あります。

・対策後、総事故件数が増加している箇所は1箇所ありましたが、着目事故件数が増加している箇所はありませんでした。
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3．事故危険区間の対策完了（卒業）判定

【H30対策箇所（中間評価箇所）】 【H30対策箇所位置図（県管理）】

注1）対策前は最新の事故データに基づく条件で集計範囲を見直している

追突 0.8 0.0

出合い頭 0.5 0.5

追突 0.8 0.0

右折 1.0 0.0

追突 0.5 0.0

右折 1.0 0.5

追突 1.0 0.0

出合い頭 0.8 0.0

5 第２期(事故データ) 県
主要地方道

50号
水戸市 （区間名なし） H30 323.9 82.2 3.8 1.0 追突 2.3 1.0

追突 0.8 0.5

出合い頭 0.8 0.0

7 第２期(事故データ) 県
一般県道
144号

小美玉市 （区間名なし） H30 250.0 0.0 3.0 0.0 追突 2.0 0.0

追突 1.0 0.5

右折 1.3 0.0

9 第3期(事故データ) 県
一般県道
354号

つくば市 上横場東交差点 H30 355.8 0.0 2.5 0.0 追突 1.5 0.0

追突 0.8 0.5

出合い頭 0.8 0.0

追突 1.5 0.5

右折 1.3 0.0

出合い頭 0.8 0.0

右折 0.5 0.5

追突 0.3 0.0

出合い頭 0.8 0.0
人対車両 0.5 0.0

右折 1.5 0.0
正面衝突 0.5 0.0

追突 1.5 0.0
工作物衝突 0.5 0.0

右折 0.5 0.0
横断中 0.3 0.0

出合い頭 0.3 0.0

17 第４期 県
一般国道
118号

常陸大宮市 鷹巣（区間） H30 89.1 14.6 2.8 0.5 追突 2.0 0.5

追突 0.5 0.0
出合い頭 0.5 0.0

右折 0.5 0.0

追突 0.8 0.0

出合い頭 1.3 0.0

人対車両 0.8 0.0

追突 1.0 0.0

正面衝突 0.5 0.5

追突 0.8 0.0

22 H29事故危険箇所 県
一般国道
355号

石岡市 鹿の子2丁目（区間） H30 122.8 40.2 2.3 0.5 正面衝突 1.0 0.0

その他車両相互 0.5 0.0

追突 0.8 0.5

人対車両 0.5 0.0

追突 2.3 0.5

2.0 0.5H29事故危険箇所23 県
主要地方道

14号
筑西市 直井（区間） H30 170.3 40.8

2.5 1.0

21 第４期 県
一般県道
103号

稲敷市 高田（区間） H30 135.8 61.8 2.3 1.0

20 第４期 県
主要地方道

45号
筑西市 門井（区間） H30 539.5 221.5

2.0 ●

18 第４期 県
一般国道
408号

牛久市 岡見交差点 H30 331.9 85.4 2.0 1.0

原子力機構前交差点 H30 119.0 120.616 第3期(ITデータ) 県 那珂郡東海村

2.3 0.0

24 H29事故危険箇所 県
一般県道
357号

下妻市 田下（区間） H30 229.7 62.5 4.0 1.0

西方（区間） H30 134.1 0.0第４期

1.0

19 県
主要地方道

23号
筑西市

15 第3期(事故データ) 県
主要地方道

63号
ひたちなか市 枝川（区間） H30 180.8 0.0 2.8 0.0

752.6 112.1 3.0 1.0

一般県道
245号

1367.3 0.0 2.0 0.0

357.5 95.6 2.0 0.5

333.2 59.0 2.8 0.5

802.1 276.9 2.0 0.5H30

H30

H30

H30

14 第3期(事故データ) 県
主要地方道

24号
つくば市 つくば駅西交差点 H30

石岡市

つくば市

筑西市

つくば市

柏原（交差点）

布袋池交差点

房山交差点

花園（区間）

県

県

県

県

一般県道
355号

6 第２期(事故データ) 県

一般県道
408号

主要地方道
23号

主要地方道
24号

第3期(事故データ)

第3期(事故データ)

第3期(事故データ)

第3期(事故データ)

10

11

12

13

2.5 0.5

台渡里交差点 H30 311.4 180.9

8 第3期(事故データ) 県
一般県道
354号

つくば市 榎戸（交差点） H30 355.8 65.0

一般県道
123号

水戸市

2.0 0.5

398.0 0.0 2.3 0.0

2.0 1.0

一般県道
349号

476.5 0.0 2.3 1.0

H30

金上十字路交差点

額田十字路交差点

405.5 291.1

450.8 114.9

上新田交差点

研究学園北交差点

H30

H30

H30

2.0 1.5

4

第２期(事故データ)

第２期(事故データ)

第２期(事故データ)

第２期(事故データ)

1

2

3

県

県

県

県

一般県道
118号

主要地方道
19号

主要地方道
38号

那珂市

つくば市

ひたちなか市

那珂市

着目事
故増加

箇所名
対策
年

死傷事故率
(件/億台キロ)

総事故件数
(件/年)

着目事故件数
(件/年)対策後

指標該
当対策前 対策後 対策前 対策後

総事
故増
加

着目事故 対策前 対策後

図
番

区分
管
理

路線名 市町村

16

3

15

6

1

4

17

5

7

10
22

21

18

9

8

11

24

2
14

13

12 19 23
20

※事故データ（R1～R2）



４．新たな事故危険区間【第７期】の抽出方針について
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Ⅰ.事故データによる選定

事故危険区間【第６期】 47区間
国: 27区間
県: 20区間
計： 47区間

新たな事故危険区間【第７期】の選定

19

・新たな事故危険区間【第７期】では、第４期、第５期、第６期と同様に、事故データによる選定を行います。

■事故危険区間の選定の流れ

H24、H25選定（H19-22）

H26選定（H21‐24）

Ⅰ.事故データによる選定

Ⅱ.地域要望による選定

①パブコメ ②利用者の声

国： 146区間（138区間）
県： 383区間（380区間）
計： 529区間（518区間）

事故危険区間【第１期】 529区間

（ ）内の数字は事故データによる選定結果

Ⅰ.事故データによる選定

Ⅱ.地域要望による選定

①パブコメ ②利用者の声

事故危険区間【第２期】 114区間

国: 37区間（24区間）
県: 77区間（66区間）
計： 114区間（90区間）

（ ）内の数字は事故データによる選定結果

Ⅰ.事故データによる選定

Ⅱ.IT等を活用した選定

①ヒヤリハットデータ ②民間プローブの急減速データ

事故危険区間 【第３期】 126区間
国: 69区間（21区間）
県: 57区間（50区間）
計： 126区間（71区間）

（ ）内の数字は事故データによる選定結果

H22選定（H17-20） H28選定（H22‐25）

H29選定（H25-28）

Ⅰ.事故データによる選定

事故危険区間【第４期】 64区間
国: 35区間
県: 29区間
計： 64区間

４．新たな事故危険区間【第７期】について

Ⅰ.事故データによる選定

事故危険区間【第５期】 103区間

国: 19区間
県: 84区間
計： 103区間

R2検討（H27-30）

今回

Ⅰ.事故データによる選定

新たな事故危険区間【第７期】

R４検討（H29-R2）



（総事故）
全国に比べると、死傷事故率に対する
死亡事故率の割合が高い。

（当事者別）
二輪車事故、自転車事故、歩行者事故が
死亡事故になりやすい。

（年齢別）

子供事故、高齢者事故が死亡事故に
なりやすい。

高齢者事故が近年増加傾向にある。

（事故類型別）
追突事故が多い。
人対車両事故、正面衝突事故、
工作物接触事故が死亡事故になりやすい。

事故危険区間【第７期】の選定指標値

20

・令和2年度からの事故危険区間【第６期】の事故データによる選定指標については、茨城県の事故の特徴を分析した結果、第４期、第５
期の指標選定時と傾向に大きな変化がないことから、第４期、第５期と同様の選定指標で実施しました。

・事故危険区間【第７期】についても、茨城県の事故の特徴を分析した上で、指標変更の必要性を確認いたします。

４．新たな事故危険区間【第７期】について

茨城県の事故の特徴 第６期の選定指標

※第６期の選定時

区分 選定指標 選定基準

常陸河川
国道管内
平均値
H27-30

選定基準の根拠
（参考）
第5期の
選定基準

総
合
的
な
指
標

①死傷事故率
300件/億台キロ

以上

②死傷事故件数 16件以上 3.2件
平均事故件数の

5倍
23件

③死亡者数 2人以上 － ワースト1位 2人

県
内
の
特
徴
的
な
事
故
に
関
す
る
指
標

④歩行者自転車事故 8件以上 1.5件
平均事故件数の

5倍
8件

⑤夜間事故 9件以上 1.9件
平均事故件数の

5倍
12件

⑥子供事故
(1当、2当を含む）

2件以上 － ワースト1位 3件

⑦高齢者事故
(1当、2当を含む）

5件以上 － 過去の選定指標 5件

⑧横断歩行者事故 5件以上 － 過去の選定指標 5件

⑨追突事故 13件以上 2.6件
平均事故件数の

5倍
17件

⑩正面衝突事故 2件以上 － 過去の選定指標 2件

第
4
期

追
加
指
標

⑪工作物接触事故 1件以上 － ワースト1位 2件

⑫二輪車事故 3件以上 － ワースト1位 7件

■選定指標・基準 国管理は総事故件数が4件/4年以上の区間、県管理は8件/4年以上の区間とする。
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③ 死亡者数の推移
(全死傷者数に対する割合)

全国

茨城県内全体

常陸河川国道

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3
茨城県内全体 23,486 22,396 20,415 18,225 16,668 16,246 15,010 14,732 13,279 12,534 11,613 10,455 9,679 8,682 7,447 6,049 5,929
常陸河川国道 3,095 2,949 2,785 2,383 2,162 2,217 1,961 2,078 1,777 1,773 1,646 1,424 1,376 1,169 1,014 837 766
全国 933,828 886,864 832,454 766,147 737,474 725,773 692,056 665,138 629,021 573,842 536,899 499,201 472,165 430,601 381,237 309,178 305,196
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② 死傷事故件数の推移
茨城県内全体 常陸河川国道 全国

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3
茨城県内全体 69.3 65.2 59.9 54.1 48.7 48.1 45.2 45.9 42.0 39.3 36.6 32.4 30.2 27.3 27.1 21.9 21.5
常陸河川国道 102 99.6 94.2 81.6 72.5 73.1 72.7 76.8 65.3 65.2 58.9 51.2 49.4 45.4 40.7 33.6 30.7
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120.0
① 死傷事故率の推移

茨城県内全体

常陸河川国道

① 現在の選定指標の動向

21

・新たな事故危険区間【第７期】を選定するにあたり、各々の選定指標について、最新データ用いて動向整理を行いました。

・「総合的な指標」の中で、死傷事故率、死傷事故件数は選定時に比べると減少傾向がみられます。

・全国及び県内の死亡者数（全負傷者数に対する死者数の割合）は、常陸河川国道管内のR3については大きく減少していますが、経年
的には増加傾向がみられています。

４．新たな事故危険区間【第７期】について

（データ出典）交通事故総合分析センター／交通統計、交通事故統計年報（H17-R3）

※茨城県内全体：
常陸河川国道管理道路＋宇都宮国道管理道路＋茨城県管理道路 ※茨城県内全体：市町村道以上の全道路 常陸河川国道：常陸河川国道管内

全国：市町村道以上の全道路

※茨城県内全体：市町村道以上の全道路
常陸河川国道：常陸河川国道管内
全国：市町村道以上の全道路

(

件
／
億
台
キ
ロ)

(件) (件)

経年的には増加傾向



2,633 2,609 
2,507 

2,444 2,473 2,443 

2,288 2,295 
2,183 2,221 2,187 

2,009 2,053 
1,928 

1,729 

1,505 1,484 

11%
12% 12% 13%

15% 15% 15% 16% 16%
18%

19% 19%
21% 22%

23%
25% 25%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

0

600

1,200

1,800

2,400

3,000

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

⑦高齢者事故(1当)
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⑥子供事故(1当)
(全死傷事故件数に対する割合)

件数 割合
4,543

4,323

4,016
3,869

3,556
3,458

3,274

3,034
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④歩行者自転車事故
(全死傷事故件数に対する割合)

件数 割合
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2,475 
2,185 

1,723 1,683 

30% 30%
29% 29% 29%

30%
28% 29% 29%

30% 30%
31%

30% 29% 29%
28% 28%
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⑤夜間事故
(全死傷事故件数に対する割合)

件数 割合

① 現在の選定指標の動向
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・「茨城県内の特徴的な事故に関する指標」④～⑦の事故件数は、各指標とも減少傾向にあります。しかし、全死傷事故件数に対する割
合でみると、⑦高齢者事故の割合は増大傾向にあります。

・また、近年では④歩行者自転車事故の全死傷事故件数に対する割合も増加の傾向が見られます。

４．新たな事故危険区間【第７期】について

（データ出典）交通事故総合分析センター／交通事故統計年報（H17-R3）

(件) (件)
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⑥子供事故(2当)
(全死傷事故件数に対する割合)

件数 割合

(件)

(件) (件) (件)

近年増加



① 現在の選定指標の動向
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・「茨城県内の特徴的な事故に関する指標」⑧～⑫についても事故件数は、減少傾向にあります。しかし、全死傷事故件数に対する割合
は、⑧横断歩行者の割合が増大傾向になっています。

・第４・５期選定時は⑨追突事故の割合が増大傾向でしたが、６期選定時には減少傾向となり、直近５年間では減少が続いています。

４．新たな事故危険区間【第７期】について

（データ出典）交通事故総合分析センター／交通事故統計年報（H17-R3）
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⑧横断歩行者事故
(全死傷事故件数に対する割合)

件数 割合
8,796 

8,476 

7,753 

6,987 
6,494 6,503 

6,075 
6,296 

5,823 
5,489 

5,160 
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⑨追突事故
(全死傷事故件数に対する割合)

件数 割合

781 
816 
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608 
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393 

362 
322 329 328 

273 

203 197 

3% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%
4% 4%

3% 3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

0

200

400

600

800

1,000

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

⑩正面衝突事故
(全死傷事故件数に対する割合)

件数 割合

837 833
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363
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231
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127 134

99
78 67 61 48 52 514% 4% 3%
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⑪工作物接触事故
(全死傷事故件数に対する割合)

件数 割合 918 

825 

723 

530 
491 

410 

323 
294 

237 
215 

153 144 127 123 
92 95 82 
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⑫二輪車事故(1当)
(全死傷事故件数に対する割合)

件数 割合
1,710 

1,532 1,509 

1,360 

1,190 
1,125 

989 
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511 
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379 315 338 
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⑫二輪車事故(2当)
(全死傷事故件数に対する割合)

件数 割合
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② 新たな選定指標の確認
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・県内の事故特性を確認するために、最新データ（H30－R3）を用いて、事故発生要因に関わりの高い当事者別、年齢別、事故類型別等
の視点で、「①全国と比較」、「②死亡事故になりやすい事故か」に着目して、分析しました。

・茨城県は、第６期選定時と同様に、全国に比べて、死亡事故の割合が高くなっています。

・当事者別を確認しても自動車事故に比べて、「歩行者」、「自転車」、「二輪車事故」が死亡事故になりやすくなっています。この傾向は第
６期選定時と同様です。

４．新たな事故危険区間【第７期】について

当事者別総事故件数

※

（データ出典）交通事故総合分析センター／交通事故統計年報（H30-R3）

歩行者事故が
死亡事故になりやすい

二輪車、自転車事故が
死亡事故になりやすい

※市町村道以上の全道路
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② 新たな選定指標の確認
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・年齢別では、「65歳以上」の死亡事故の割合が高くなっています。この傾向も第６期選定時と同様です。

・「15歳以下」の死亡事故の割合は、最新データでは第１当事者の死亡率が０％となっており、第６期までとは異なります。

４．新たな事故危険区間【第７期】について

年齢別

65歳以上の事故が
死亡事故になりやすい

（データ出典）交通事故総合分析センター／交通事故統計年報（H30-R3）
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（参考）H27～H30では死亡事故が2件発生して

おり割合は5.9%であった
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② 新たな選定指標の確認
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・事故類型別にみると、全国と比べて追突事故が多くなっています。

・死亡事故になりやすい事故類型は、人対車両事故、正面衝突事故、工作物衝突事故になっています。この傾向は第６期選定時と同様
です。

４．新たな事故危険区間【第７期】について

（データ出典）交通事故総合分析センター／交通事故統計年報（H30-R3）

人対車両事故・正面衝突事故が
死亡事故になりやすい

工作物衝突事故が
死亡事故になりやすい

※市町村道以上の全道路



（参考）自転車事故に対する取り組み
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・全死傷事故に対する自転車事故の割合は全国的にも増加している傾向にあります。また、H29～R3のデータでは自転車に関係する交
通事故で亡くなった方のうち、約68%の方が頭部の負傷により亡くなっていることがわかっており、ヘルメット非着用時は着用時と比べて
致死率が約2.3倍になるデータが示されています。

・こうした事故状況や道路交通法の一部改正により、令和5年4月1日から「全ての自転車利用者に対する乗車用ヘルメットの着用が努力
義務」となります。

４．新たな事故危険区間【第７期】について

■自転車利用者へのヘルメット着用の努力義務■自転車関連事故件数の推移

■自転車死亡事故の致命傷部位

自
転
車
関
連
事
故
件
数

全
交
通
事
故
に
占
め
る
構
成
比

事故件数 全交通事故に占める構成比

警視庁HP

警視庁HP 茨城県警HP



事故危険区間【第７期】の選定方針
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（総事故）
全国に比べると、死傷事故率に対する
死亡事故率の割合が高い。

（当事者別）
二輪車事故、自転車事故、歩行者事故が
死亡事故になりやすい。

（年齢別）
高齢者事故が死亡事故になりやすい。
子供事故は第1当事者の死亡事故は最新データでは
発生していない。(経過を観察)

高齢者事故が近年増加傾向にある。

（事故類型別）
追突事故が多い。
人対車両事故、正面衝突事故、
工作物接触事故が死亡事故になりやすい。

近年茨城県の事故の特徴

・茨城県の事故の特徴を分析した結果、第６期の指標選定時と概ね傾向は変わらないため、事故危険区間【第７期】の事故データによる
選定についても、第６期と同様の選定指標で実施する方針とします。

・選定の方法は第６期と同様に、第1期～第６期までに選定した区間を除き、①～⑫の指標のいずれかに該当した区間とします。

第７期の選定指標（案）

区分 選定指標 選定基準

常陸河川
国道管内
平均値
H27-30

選定基準の根拠
（参考）
第6期の
選定基準

H30-R3
選定基準該当区間数

6期までに検討済みの区間は除外

国
（常陸＋宇都宮）

県

総
合
的
な
指
標

①死傷事故率
300件/億台キ

ロ 以上
2区間 3区間

②死傷事故件数 16件以上 3.2件
平均事故件数の

5倍
16件 1区間 1区間

③死亡者数 2人以上 － ワースト1位 2人 0区間 0区間

県
内
の
特
徴
的
な
事
故
に
関
す
る
指
標

④歩行者自転車事故 8件以上 1.5件
平均事故件数の

5倍
8件 0区間 1区間

⑤夜間事故 9件以上 1.9件
平均事故件数の

5倍
9件 1区間 0区間

⑥子供事故
(1当、2当を含む）

2件以上 － ワースト1位 2件 0区間 0区間

⑦高齢者事故
(1当、2当を含む）

5件以上 － 過去の選定指標 5件 17区間 8区間

⑧横断歩行者事故 5件以上 － 過去の選定指標 5件 0区間 1区間

⑨追突事故 13件以上 2.6件
平均事故件数の

5倍
13件 0区間 0区間

⑩正面衝突事故 2件以上 － 過去の選定指標 2件 0区間 0区間

第
4
期

追
加
指
標

⑪工作物接触事故 1件以上 － ワースト1位 1件 2区間 0区間

⑫二輪車事故 3件以上 － ワースト1位 3件 0区間 1区間

H30-R3 該当区間数 計
（1つの区間が複数指標に該当する場合があるため単純和とは異なる）

21区間 10区間

■選定指標・基準 国管理は総事故件数が4件/4年以上の区間、県管理は8件/4年以上の区間とする。

第６期の選定時と概ね傾向は変わらない

■選定時に使用するデータ
最新の4年分の交通事故データ（H30-R3）

４．新たな事故危険区間【第７期】について

※選定基準は、以下のうちもっとも小さい値を採用。「選定基準の根拠」にいずれかを記載。
①常陸河川国道管内の事故発生区間における平均事故件数の5倍
②常陸河川国道管内のワースト1位
③第５期の選定基準



５．今後のスケジュール
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今後の安全性向上委員会のスケジュール

○本日の委員会

１．これまでの経緯

２．第３０回委員会における主な指摘事項

３．事故危険区間の対策完了（卒業）判定

４．新たな事故危険区間【第７期】について

５．今後のスケジュール

〇次回 安全性向上委員会（令和５年７月頃開催予定）

・ これまでの経緯

・ 交通安全対策検討（第６期事故危険区間、対策効果未発現箇所）

・ 新たな事故危険区間【第７期】の抽出結果

・ 今後のスケジュール

５．今後のスケジュール
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